
  

福井市ごみ集積所の設置等に関する要綱 

（目  的） 

第１条  この要綱は、ごみ集積所（以下「ステーション」という。）の設置、維持管理にあたって、行

政が適切な指導を行うことによって、ごみ収集作業の安全と効率化の向上を確保し、市民の良好な生

活環境の保全に寄与することを目的とする。 

 

（一般ごみ、資源ごみステーションの設置） 

第２条  燃やせるごみ、燃やせないごみ及びプラスチック製容器包装（以下「一般ごみ」という。）の

ステーションは概ね２０世帯以上に１か所、資源ごみのステーションは概ね５０世帯以上に１か所

設置する事ができる。 

２ マンション、アパート（以下「共同住宅」という。）に前項のステーションを設置する場合は、前項

の規定にかかわらず、一般ごみのステーションは概ね１０世帯以上に１か所、資源ごみのステーショ

ンは概ね３０世帯以上に１か所設置する事ができる。ただし、自治会長から当該自治会の管理するス

テーションを併用することに同意を得た場合はこの限りではない。 

３  ステーションの設置場所は、次の各号のいずれにも該当し、収集作業が安全かつ効率的に行うこと

ができる場所とする。 

（１）幅が６ｍ以上の道路に面した場所であること 

（２）消火栓、貯水槽及び交差点から概ね７ｍ以上離れている場所であること  

（３）行き止まりの道路でないこと 

（４）設置場所が、所有者及び管理者などの関係者と事前に協議し了解を得ている場所であること 

４  前３項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。 

 

（新設、変更又は廃止の申請） 

第３条  ステーションの新設、変更及び廃止を行いたい自治会長（共同住宅においては管理者）は、申

請書(様式1)を市長に提出するものとする。この場合において、新設を行いたい自治会長（共同住宅に

おいては管理者）は、近隣ステーションとの併用を検討するものとする。 

２  前項の申請書は、新設、変更及び廃止を希望する日の１５日前までに市長に提出しなければならな

い。この場合において、共同住宅のステーションについては、建築確認の申請を行う時点又は設置を

検討する時点で事前に市長と協議しなければならない。 

３ 宅地分譲等を目的とした開発行為等により、ステーションの用に供する目的で確保され、市に帰属

された土地に、ステーションを新設しようとする者は申請書（様式1）を市長に提出するほか、当該ス

テーションを設置している期間にあっては、次に掲げる事項について、市長と覚書を取り交わすこと

とする。 

 （１）ごみ集積所の使用に関する事項 

 （２）ごみ集積所の管理に関する事項 

 （３）ごみ集積所の廃止に関する事項 

 

（承認及び通知） 

第４条  市長は第３条第２項の申請があった場合は、現地を確認し、第２条各項の規定に適合するか否

かを判断し、その結果を速やかに申請者に通知し、又は連絡するものとする。 

 

（維持管理） 

第５条  ステーションは、住民自治の観点から設置するものであり、住民相互の協力により自治会又は

管理者が責任を持って適切な管理を行い、環境美化に努めなければならない。 

 



  

（雑  則） 

第６条  この要綱に定めるもののほか、設置等について必要な事項は別に定める。 

    

附  則   

  この要綱は、平成６年８月１日から施行する。 

〃   平成１５年５月１日から施行する。 

〃   平成２２年４月１日から施行する。 

〃   平成２７年１月１日から施行する。 

 


